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1948年のフィンランド・ソ連条約
の成立事情に関する覚書 (3)

百 瀬 宏

1. 問題の所在(第24号〉

2. 背景

(i) YYA条約の予兆的諸事実

(ii) 1947年のフィ γラシドーソ連関係

3. ソ速の交渉提議とフイシラシドの対応

(i) ソ連による交渉提議

(ii)フィシラシドの交渉応諾〈第27号〉

4. モスクワ交渉と YYA条約の成立〈本号〉

5. SKPの蜂起風間とフィ γラシド内政

6. 結びにかえて

4. モスクワ交渉と YYA条約の成立

モスクワでの交渉に赴くフィンランド側代表団は， 3月22Bに列車で現地に到着した。

しかし，首桓ベッカラは病気が理由で出発が遅れ， 24Bに空路モスクワに降ちたった。フ

ィンランドとソ連の会談は，ベッカラ首相の到着を待ったうえで， 3 Jj 25日本匠日の娩に

始まった。フィンランド側がベッカラ首相，エンケノレ外相，スヴヱント副外桔， レイノ内

栢， ケヅコネン国会第 1属議長，ベノレトネン国会外務委員長， ソヱデノレイェノレム国会議

員，スンドストロェム駐ソ公使とし、う顔触れであったのにたいし，ソ連側はそロトフ外

相， ヴィシンスキー・ゾーザン再説外相，アブラーモフ外務省第5ヨーロッバ部長，サヴ

ォネンコフ駐フィンランド公使が出席した九

席上会談の口火を切ったモロトフは，ありうべき条約の基礎としてソ連がハンガリーお

よびルーマニアと結んだ条約を提案し，さらに 1943年にソ連がチェコスロヴァキアと結

んだ条約も基礎となりうると，つけ加え，フィンランド、調の見解を求めた。モロトフはと

くに2度もハンガリーとの条約十こ言及し， ソェデルイェノレムは，ハンガリ一条約型の草案

がすでにモロトフの目前に準錆されてあるのではないかと L、う印象を受けたというの。 こ

こにおいて，首相ベッカラは，もしそロトフがフィンランド艇にチェコスロヴァキア条約

もしは何らかフィンランド自身の提案を基礎にして会談を進めることを認めるのであれ

ば，ともかくフィンランド代表団の側で提案を考える機会を与えるべきで為る，と発言し

た3)。ベッカラはこうしてフィンランド{閣の京射を押出す契機をつくったのであるが，こ

れにたいしモロトフは，提案を書面にして出して欲しいと要望した。ベッカラが翌日それ

1) Sδderhjelm， mt.， s. 148. 
2) lbid.， s. 149. 
3) lbid. 
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を出すと約束すると，モロトフはそれまで会談の必要はないとして，第 l国会談を打切っ

た4)。

この会談の結果，フィンランド代表団の島いだには， rノレーマニアーハンガジー型条約」
を免れたことによって， ソ連側がフィンランド{闘の立場を理解しており，フィンランド側

の提案を受入れるのではなし、かと Lう楽観的な気分が支配したといわれる5h 代表団は，
本国のパーシキヴィ大統領と連絡をとるグループと，あらかじめ準備された対ソ提案の最

終的な検討に従事するへインザグス・ケッコネン・ソェデノレイェノレムのグループとに分れ

て翌昌を作業に費した。提案の確定にあたっては，第 1条中のソ連による援崩発動の条件

を述べているところで， rフィンランドの要語にもとづきj とL寸文言と「フィンランド
との栢互了解により」とし、う文言のいずれをとるかについて，仲々決定をみなかった。代

表団にたいするバーシキヴィの説令ではやむをえない場合を除いては前者をとるよう指示

されていたが，フィンランド側提案を交渉の基礎とさせる必要上からも挑戦的な文言は避

けることとなり，後者を採用したeh提案は本国側の承認をえたうえで， 26日夜モロトフ
に送られた。ここに，その提案内容の重要部分を訳出すれば，次のとおりである。

r1. ドイツまたはその同盟霞がフィンランドをjまたはフィンランド領を経由してソ
連邦にたいして侵略した場合には，フィンランドは独立国としての義務に従い全力を挙

げて，その領土の不可長性を守り，自国の領土・領海・領空において侵略に抵抗する。

もしその擦フィンランド自身の軍事力が侵略撃退のために明らかに不充分であるなら

ば， ソ連はフィンランドとの梧互了解にもとづいてフィンランドにその必要とする援助

を与える。

2. 結約国は，第 1条が意味する軍事的侵略の脅威が確認された場合には，相互に協

議する。

〔以下， 3，，-，8は略するおり

3月27日の第2回会談の席上，フィンランド長uが改めて上記提案の説明を行なうと，モ
ロトフは，これを討議の基礎とすることに陣意した。そしてモロトフは， フィンランド1JtU

が渡していた草案8カ条のうち， 1， 2条に関して次のような対案を示すとともに，他につ

いて拡大体用意した。

r1. フィンランドが，またはフィンランド領を経由してソ連が， ドイツまたはこれと
同盟したいずれかの国家による侵略の対象となった場合には，フィンランドは独立匿の

義務および本条約の定める義務に従い， ソ連とともに侵略撃退のために闘うとともに，

利用できる全力を投入して陸・海・空にわたり呂田領土の不可設住を守るものであるo

前記の場合にはソ連はフィンランドにたいし，本条約に従い必要な援助を与える。

2. 締約国は，第 1条の意味する侵略の脅威を防ぐために行なわれるべき活動に関し

て相互に協議するJ昌弘

4) Ibid.， s. 150. 
5) Ibid. 
6) Ibid.， s. 151. 
7) Ibid.， s. 222. 

8) Ibid.， s. 224. 
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モロトフば， このソ連{閣の対案を説明して，第 1条ではフィンランドがソ連にたいして

負う義務はハンガザーやチェコスロヴァキアのそれに比べていちじるしく限定されてお

り，また 1年前にノミーシキヴィが述べた所信9)の方がこの対案の題旨をいちじるしく越え

ている，と指摘した。これは，おそらく，パーシキヴィの言明がフィンランドの軍事活動

の地理的限定を含んでいなかったことを指したのであろう。またそロトフは， ソ連{題対案

第2条についても， ハン方、リーと結んだ条約の程度にまでは及んでいない， と述べ， i同

条項が今回提案されたかたちで合意を見ることが大切であると強調したJ10)0 以上のソ連

側の提案と説明にたいして ベッカラ首相立 新からの復活祭休暇を理由に，翌還の水曜

日までフィンラド側の田容を待って欲しいむねを述べ，モロトフもこれを承認して会談は

わずか70分間で終了した。そしてこの後，フィンランド側では， このソ連対案にたいし

いかに対処すべきかをめぐって，深刻な討議を重ねることになるのである O

ここでもモスクワ交渉に臨むにあたってのフィンランド側の方針と予想をふり返ってみ

ると，フィンランド側が条約によって負うべき義務の地理的範囲を自国領土に限定するこ

とにはソ連側として異存はあるまいとし，むしろソ連によるフィンランド援助の必要の存

否および発動時期についてフィンランド側が決定権を握ることが問題となるであろうとし

たヘインリグスの見通しが11) まさに当っていたことに注目しなければならなし、。このソ

連棋の草案によれば，第 1条では，フィンランドの軍事活動つまり参戦の条件としてはフ

ィンランド領が侵された場合にのみ限定されており，この点ではフィンランド側の要望が

とりいれられているものの，ソ連によるフィンランド授助の発動については，フィンラン

ド側草案が両当事国の合意を条件こしているのにたいし， ソ連案辻それが無条件に発動さ

れることになっている O これと並んで重要なことは，第2条であって，フィンランド春、lJ草

案が第 1条が定めるような「軍事的浸略の脅威が確認された場合JとL、う文言を用いて，

具体的な脅威が確認されてはじめてケース・パイ・ケースに軍事的長略にたいする対応措

置を協議しようというのにたいし， ソ連側対案は，そうしたケース・バイ・ケースの対応

を示唆する文言はなく，あらかじめ一般的な措置として協議を義務づけているというよう

に解釈できるであろう。そればかりではなし、フィンランド案が「軍事的脅威」としてい

るところをソ連案がただ「脅威Jとしている点も桔違があるし，フィンランド案では「軍

事的脅威」は協議の発動条件になっているのにたいし， ソ連案では， i浸略の脅或を防ぐ」

とし、う文言が示すように， I脅威jが発動対象にすっかわってしまっている点も注巨され

るべきであろう O こうして見てくると， ソ連案は第1，2条をつう亡 地理的な限定がつ

いている点以外は通電的な軍事同盟にきわめて近いものになっており，しかもそこでのソ

連の軍事的・政治的主導権把握にたいするフィンランド案のような歯止めを欠くものであ

った， ということができょう O しかも，ここに注目すべきことは， ソ連{揺が，対案を出し

た会談の翌日，護活祭の百曜日に， と記のような対案でもソ連{閣として譲れるギリギリの

線であることを，対案の意図の説明とおぼしい文言とともにフィンランド代表団にf云えて
きたことである。これは重要な事実と考えられるので， ゾヱデノレイェノレムの回顧録の証言

9)本稿の前回掲載分を参摂されたい C

10) Soderhjelm， mt. s. 153. 
11)前田小稿仔スラヴ研究』第27号入 103ベージ。
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を，いささか長くなるが引用しておこう。「あるソ連の官僚が， やはり明らかに高官筋の

与えた指示に従って，モロトフがわれわれを溝足させる所まで譲歩をつくしたことを理解

して欲しいこと，従ってこれ以上モロトフに譲歩を強いることは無駄であるむねを伝えて

きた。だが，それかといって細部や形式について討議することを欲さないわけではない

〔という話であった込その代表〈だれの代表なのだろう 7)は，ソ連1JlUからする条約の呂
的がソ連西北部の安全を保障することにあると強く力説し，かれらとしては，フィンラン

ドにたいする授略に関心があるわけではなく，平和と安全を保証するような組織を作りだ

すことに関心があるのだと〔述べたお1230 しかしながら一方，フィンランドは，これもソ

ェデルイェノレムが「モスクワ款行の前に，私は，スウェーデン政府に近い筋から挨拶を送

られ，スウェーデンでは協議義務を意図する条項は真の軍事的条項も同様と受けとられて

いる， と伝えられたJ13)と述べているように， ソ連案が意図するような協議条項を受汁い

れればフィンランド・ソ連関の軍事同盟成立と見なす由の警告を，スウェーデン政府から

受けていたのである。

フィンランドはこうして，外圧だけの点を考えても，ソ連側とスウェーデン側の板ばさ

みになっていたことに詰るが，こうした中で， ソェデノレイェルムの自顧録によれば 3月

29日月曜日に，同じホテルに滞在するソェデノレイェノレム，ケッコネン，へインリクスの 3

者法，ソ連案の第1・2条を手直しする作業に従事した。それはひと口でいえば， ソ連案

の細部ないし字句の移正という， ソ連{躍が申入れで許容している技争括的な加工のかたちを

とりながら，実はソ連案を，そこに内在する論理的矛盾を衝くことによって，フィンラン

ド側の主張を生かしたものに近づけようという工夫であった。

かれらは，第1条については， r独立国の義務Jとしてのフィンランドの自語義務を規
定したものであって，自衛の主人公はあくまでもフィンランドで島り， ソ連は外部からの

護場者であるという解釈をとり，その原則からすれば， rソ連とともにー!とし、う文言は「ソ
連の授助を受けて同国と協力してj戦うという文言にすべきで怠る，という結論に達し

た。そしてソ連が「この条約にもとづき必要な援助を与える」と Lづ部分には， rその実
行の縮自については両締約国が協議する」としづ文言をつけ加えた。以上の改変の意図

は，フィンランドに侵略者撃壌の義務を負わしめるものが， rソ連との条約ではなく， フ
ィンランドの独立であるJ14)という原郎を明確にすることにあった。つぎにソ連案の第2

条については. r脅威を防ぐ」とし、う字句は不明確であって， 途方もない解釈の余地を与
えるとして，そこに「フィンランド領においてj という言葉をつけ加えることとした。

ケッコネン， ソェデノレイェノレム，ヘインリグスらは，上記の作業で成った案(へインリ

クス案)1a)を別の詰舎に滞在しているベッカラら代表団の会議にかけたが， その結果向案

を本国に代表団として提案することとなった。ところが，そのあと，代表団が待ちのぞん

でし、る本冨政府からの言司令は容易に来なかった。このため，代表団はようやく焦りを覚え

12) Ibid.， s. 156. 

13) Ibid.， s. 138. 
14) Ibid.， s. 158. 

15) 3者の見解をへインリクスが書面にまとめ，これをもとにして案を作った経緯があれのちにしば

しば「ヘインリクス案jと呼ばれたので，本語でも叙述の捷宜上この仮称を黒いることとする。
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はじめた。モロトフはベッカラ首相にたいし，すでに2回にわたって交渉の早期妥結が最

重要なことを強調していた。~表団はノ之ーシキヴィにたいし， 3 月 30 日のソ連傑レセプシ

ョンの終了後，ヨu令健促の電報を送った1の。ところが，フィンランド慎.uがソ連に由答する

ことになっていた翌 31Bになって，条約をめぐる論議が定まらないむねの清報が本国か

ら入ってくるとともに，パーシキヴィからは，新しい言11令は，早くとも同日夜まで待って

欲しいむねの電報が送られてきた。ところが，同夜もWIl令は到達せず，翌4月1日になっ

て，夜以龍には言司令は期待できないとしづ情報が入り，田容の遅延誌危険な様相すら帯び

てきたの。ここにおいて，フィンランド代表団は会合したが，ケッコネンがノミーシキヴィ

に直接電話を入れてどのような日程をソ連側に伝えたらよいか直接話合うことになった。

ところが，ケッコネンがパーシキヴィを呼出してみると，バーシキヴィはケッコネン以上

に苛立っており，ソ連側の対案に関する回答を各党国会議員自が前夜12時以前に寄せた

こと，および，パーシキヴィは代表団が送ったさきの試案(へインリクス案〉には頭から

賛成できないむねを述べた。とりわけ，第2条についてはノ之ーシキヴィは受諾不可能とし

た。そして，パーシキヴィは， ソ連側が当然、行なっているであろう盗聴を慮ってケッコネ

ンが制止しようとしたのもかまわず，本国側の諸見解を読みあげ，かつ，ケッコネンかほ

かの誰か代表団員がへノレシンキに打合せに帰国するよう要望した問。

ソェデノレイヱノレイムの回顧によれば このノ之ーシキヴィとの直接通話によって，大統領

が国会議員団から， ソ連との訪籍条約締結に関して「不可能な答え」を伝えられているこ

と，また「パーシキヴィ自身が字句の問題の泥詔に入りこんでおり，しかもかれらの鎚に

はこの開題に本当に精通している話し相手がだれもいないことJが代表団に次第に判って

きたという I宮〉。吾下のところ，われわれは， 3丹30日からこの4月113にかけてフィンラ

ンド本国においてどのような動きがあったかを詳結に缶える史料はもたないが，諸史料が

務片的に伝えるところを批判的に総合してみることにしよう。ヘルシンキで辻，閣議の主

要メンバーがモスクワに代表団として赴いている関係上，首相代行にヴェステヲネン，外

相代行にタッキが任命されていたが， ソ連案が政府に伝えられた 3月26B以後， 交渉が

重要段暗に入っていることにかんがみ，復活奈休日去にも箆慌には禁足が命ぜられたとい

う2号、ノミーシキヴィは，ほとんど連日，国際法や軍事関係の専門家グループおよび本昌残

留の一部調僚を集めて顧問団の役割をさせていた2130 この顧問団のあいだでは，のちに晃

るように，ソ連案やへインリクス案にたいする見解は否定的であったと思われる。 さら

に，パーシキヴィは 3丹31日16時には大統領官邸に昌会正副議長と各党国会議員毘長

を招き，政府関長ま毘席のもとに，かれ自身で従来の交渉経過について説明を行なった。各

党議員団は，それぞれに会合を開いたのち，その見解を大統領に伝えた2230 その回答要旨

16) Soderhjelm， mt.， s. 165. 
17) Ibid.， s. 168. 
18) Ibid.， s. 168. なお，代表屈の一部を打合せに帰国させるというこの考えは，社会民主党の古参幹

部のアールトネン AleksiAaltonen の進言によるものであった (Ylitalo，mt.， s. 276)。
19) Soderhjelm， mt， SS. 168-169. 
20) Heikkila， mt.， s. 320. 
21) Ibid.， s. 322. 

22) Heikkil益，mt. s. 322. 
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はソェデノレイェノレムがのちに伝笥したとして回顧録にしるしているところによれば，つぎ

のようであった。「連合党:新しい事実は現れていないし， 軍事的条項を含むような条約

にはまったく賛成できなし、。農民党:従来と同じ理由からあらゆる軍事条約に否定的態

度。進歩党:へインりクスの形式試フィンランド国防軍に国境外での戦いを強いるもの

だ。社会民主党:I司党議員団の軍事条約にたいする態度を変える理由はなし、。だが交渉を
行なうとすれば， 次に注意すべきである。〈イ〉脅威が現実化する以前に誌向もなしでは

ならない。それゆえへインログスの第2条は同意できなし、。〈ロ)ありうべき活動や義務

はもっとも厳密に規定すべきである。(ハ〉第 1条は最初の訪i令に従って形成されるべき

である。スウェーデン系人民党は以前の態度を指摘したにとどまったo SKDL:ソ連の提

案を変更なく同意する用意があるJ2め。 これでみると，フィンランド議会の大勢は， ソ連

案はおろかヘインジクス案すらも受入れそうにない立場に立っており，またパーシキヴィ

自身もさきの言11令の「フィンランドの要請にもとづきJとしづ文言を簡単に取りはずされ

たことからしても代表団の言動には当然不満を抱いていたはずであり，モスクワのフィン

ランド代表団は，本国の{閣からの厳しい批判にようやく亘面しつつあったわけで、ある。

さて，上記のバーシキヴィとケッコネンの間の電話連絡の結果，モスクワのフィンラン

ド代表団は公式会議を開き，善後措置を協議した。そして今一度パーシキヴィと通話のす

え，ケッコネンとソェデノレイェルムをへノレシンキに連絡のため靖国させることとなり，外

相エンケルはモロトフにたし、し， r法的形式上の問題」で2名の「法律家Jを派遣するむ
ねを通告した200 このようにして 4丹2日にケッコネンとソェデ、ノレイェルム拭モスクワ

を立って空路へんシンキに到着し， rモスクワの楽観とは逆にゅうつに感じられたJ25)故国
の雰毘気の中を，大統領のもとへ向った。かれらがバーシキヴィを訪れると，ファーゲノレ

ホノレム， ヴェステリネン， タッキ，シフヴォ，オスカル・エンケノレ，イドマンというパー

シキヴィの顧問役， ソェデルイェノレムの表現を借りれば「参謀団」が再室していた。かれ

らは， 条約草案の第1・2条の換討を終日行なって疲労の極に達しながら， ケッコネンと

ソェデルイェノレムの到差を待ちうけていた様子で、あったO まず口火を切ったノξーシキヴィ

は，例によって怒気のヴォノレテージを高めながら， ソ連側は当初の要求から後退していな

いし，代表団が送ったへインログス案もフィンランド側の利益にはならない，と述べた。

とりわけパーシキヴィはへインリクス案の第2条を槍玉に挙げ， rソ連は， このような条
約の助けを借りてわれわれをかれらの慈悲のもとにおいておくどころではなく，われわれ

を暴力でおさえこめるではないかJ，rフィンランド領においてj という文言を加えてみて
も「ソ連はフィンランド領内で何でも勝手ができるJということになるし， rそれに大国
と並んだ小国にとって協議義務というものは誌とんど意味をなさないのだJと罵関した。

しかし，パーシキヴィはここで少しづっ冷静にもどり，へインリクス案の第 1条はフィン

ランド代表団が対ソ交渉で最初に出した案よりもましであり， ソ連の援助発動に関し「必

23) Sodorhjelm， mt.， ss. 176-177. 
24)エンケノレはその際， r問題は内政的なものであり， 大統領・政府・代表は， おそらく若干の小さな
形式上の務正を除けば，条約に演しては意見は一致している，と指撰したJ(題点は百瀬JoSoder-
hjelm， mt.， s. 170. 

25)車の運転手はソェデルイェルムに向って口、よいよ私達はロシア寧に勤務することになりました

か?Jと尋ねたという (Ibid.，s. 172)。
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要な場合には」とし、う文言をつけ加えるならば同意できる，と述べた。このあとケッコネ

ンとソェデノレイヱノレムは抱の同席者たちの集中攻撃を洛びることになるのであるがJ代表

団の提案にそった条約を国会で通すことは無理であるJ(ファーゲルホノレム)， r農民党の
法律専門家たちは草案中に多くの落し穴を見つけているJ(ヴェステワネン)， r条約が発
動されればフィンランドの国家権力は終りになるJ(タッキ〉といった批判が続出し，こ

れにたいして再名は， r世間のありとあらゆる用話法を見つけることは簡単だが，問題は
条約を結ぶべきか否かだJ(ケッコネン)， r一番デリケートな点は，フィンランドが用意
さえしなければソ連に干渉されないで済むか， としづ問題だJ(ソェデルイェルム〉と応
酬し，いささか泥仕合の感になった。ただ， パーシキヴィは， r必要な場合にはJという
語句を入れることは本質的に重要であるとし，為わせてパーシキヴィが正当と考える社会

長主党の指摘する点に国会の決定がかかっている，と見通しを立てた発言をしているmo

このあとパーシキヴィは夕食時間の徐会を宣したが，その間にケッコネンとソェデノレイ

エノレムは大統領と億人的に会談し，ここでまたパーシキヴィの真意、が明らかにされてい

るO パーシキヴィはまたもや怒声を挙げ、んばかりにして， r君たち誌祖国を裏切っているj
といったあと， r代表団のメンバーは軟弱に過ぎる。 ケヅコネンとソェデノレイェノレムとい
う若くて強建な二人がかれらを秩序だてなければならないのだ」としづ主旨の言明をし

た。そして， パーシキヴィは， r代表団はそスクワで何がしかを手に入れたと想橡してい
るが， ソ連がわが属に浸入しようと企てていることは明らかだ」ともつけ加えた。

大統領の顧問会議は午後7時半に再開されたが，そこにタッキ，イドマン，エンケノレ，

、ンフヴォの起草した条約案が出され，論議が加えられた。しかし， ソェデノレイェノレムによ

ると，その内容拭代表団が提案しているところと大した懸院はなかった。パーシキヴィは

疲労がひどく 1時中産したと Lづ。ついで翌4月 3日にも，前夜とまったく同じメンバ

ーで討議が続けられた。パーシキヴィは草案に同意したが，前夜ーたん当日られた「フィン

ランド国境内でj としづ字句を，ケッコネンの反対を押切って復活させた2730 また，パー

シキヴィは， r必要な場合にはj という語句をどこに量くかは代表団にまかせる，とした。
また参会者全員が，フィンランド寧はフィンランド人に指揮されることが重要だとする点

で一致していた。こうして，条文草案がととのったのち，条約前文の原則について論議が

行なわれ， r大国の紛争の圏外にとどまりたいというフィンランドの願望が本質的なポイ
ントであり，絶対に容れられなくてはならなLゴという点で全員が意晃一致しため。

このようにして大統領とかれをめぐる顧問団の範囲で条約草案が完成すると，大統領は

同日午後3持に， ソ連案にたいする対応を議する調議を開いた。パーシキヴィはケッコネ

ンとソェデノレイェノレムを同需させ，まずケッコネンにこれまでの討議の問題点と薪草案の

立騨する立場を説明させた。それが終ると外相代行のタッキが，新ヨH令は出されるべきで

ない，と反対し， 若手閣僚が 1入また 1人とこれに賛同した。「蔑桔のトロングレンが発

言したのちはじめて，さきほどの会議で準備された草案が提出された。すべての関僚が意

26) Soderhjelm， mt.， ss. 173-174. 

27)政治国境を軍事活動が守ると期待するのはナンセンスだというのがケツコネンの考え方であった
が，パーシキヴィはケヅコネンの執勘な藍抗に激怒したくIbid.，s. 178)。

28) Ibid.， s. 178. 
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見を述べおわり，タッキが現濯な過半数の支持をうると，大統領は喜ひ、に顔を輝かせいた

ずらっぽい表情をして自分はトロングレンに賛成だ，と述べた。手荒い混棒の一撃でかれ

はこの意晃を政府の決定にしてしまったのである。関援たちは体裁の悪い面持ちで，しか

し過半数の者の内政を顧嘉した立場を大統領が支持しなかった。予期どおりの運びに明ら

かにほっとしながら， 部屋を出ていったf的。 ソェデルイェノレムのこの叙述にはトロング
レンが何を発言したかは記されていないが，スウェーデン系人民党に属するソェデノレイェ

ノレムは，前夜に自党の国会議員に状況を説明しており， トロングレンもそこに詞席してい

たことから，もちろん草案に賛意を表したものであろう。いま一つ重要なことは，政府間

援の多くが，この草案に反対することの重大な外交的結果を予想しながらも，国内世論に

抗した態度をとることができず，大統領に責任を押しつけようとしていた，とし、う指摘で

ある。

このようにして，フィンランド政府が対ソ交渉の再開にあたってとるべき方針が決定を

みたのち，パーシキヴィはさらにケッコネンおよびソェデルイェノレムと面談して，対ソ交

渉の進めかたについて打合せている。上気嫌になったパーシキヴィは，ベッカラ首栢やエ

ンケノレ外相にたいする不告を公然、と語ヂペケッコネンとソェデノレイェノレムが代表団の年

輩者のメンパーをパスして交渉の主導権をにぎり，妥結に導くよう指示した。これは，首

相と正副外相が発言の覆先権をもっているので実行困難な事柄であったが，ケッコネンの

知恵でフィンランド大統領の個人的な言葉を伝えるとし、う意味で首相の前に発言し，そこ

でフィンランド側の基本原則を述べることとし，ついでケッコネンがソェデノレイェルムに

発言権を渡し， ソェデノレイェノレムがフィンランド側対案の詳細と形式を説明するという手

;慣が決まったS130

翌4月4EHこケッコネンとソェデルイェノレムは空路モスクワに到着したが，かれらが持

参した新司11令は代表団の中でtま不評判で、あった。ベッカラは新提案を出しても利益はない

と語り，ヲi揚げた方がましだと述べ，またレイノは，大統領の個人的な提案については評

言したくないし，それを代表団の仕事として提出することには反対だ，と述べた。代表団

は翌日も会合したが，何の実質的な決定も生れなかった。レイノのごときは使者の 2名が

大統領から特別に信頼された仕事を課せられたことに不機嫌な始末であった。しかし，こ

うした状況は，ケッコネンとソェデルイェノレムがパーシキヴィと打合せた会議の手11買を踏

むにはかえって都合がよかったのであち，代表団の間でもそれが承認された。ケッコネン

とソェデルイェルムは，かれらと同意見のへインリクスの協力をえて草案の最終的な整備

を行ない，また通訳官とともにロシア文を準精した。

このようにしてそスクワでの交渉は.4月5日， 18時にソ連外相執務室で再開された。

ここで指撮すべき立， ソ連舗がかなりの重度の期待をもって交渉再開を待っていたのでは

ないかということである。ソェデルイェノレムは回顧録の中で，かれらが帰国中にベッカラ

首相と行った電話連絡をソ連{閣が盗聴し32) それがフィンランド舗の回答の遅延に集慮し

39) Ibid.， S8. 178-179. 

30) Iかれ〔パーシキヴィ〉は...・ a・ェンケノレの家族について古いがあまりほめた話で誌ない逸話を語り，
……ベヅカラにたいしては軽蔑をあらわにしたJ(Sdderhjelm， mt.， 8. 179)。

31) Sδdorhjelm， mtけ 8. 179. 
32)ベヅカラは4月213のうちに催提の電話をかけてきたもので，かれが状況を尋ねたのにたいし，ソ
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ていたソ連偏に期待をつながせる結果となり，ベッカラが4月38の帰径を要求したの

にたいしさらに工高Eの延期を押しとおしてもソ連側が格別の異議を唱えなかったのだ，

と推測しているO 実際，会談に入る前の挨拶の擦にそロトフは， ソェデノレイェノレムにたい

し，へノレシンキでの労苦をねぎらい，成果をもって帰任したことを察知しているような言

動3めをしている。さて，会談に入るとベッカラは回答遅延の理由を交通連絡の悪さに帰し

て釈明したうえ，パーシキヴィの言葉をケッコネンをつうじて伝えるむね発言した。

そこで口を開いたケヅコネ γは，パーシキヴィの当該条約にたいする基本的な考え方を

詔介し， rこの条約の意義江， 列強問の戦争が発生した場合， 戦争のブィンランド領への
拡大を阻止できる点にあるJことを強調した。そして，こうしたノミーシキヴィの考え方

が， rフィンランドの地理的な位置がすでに， 列強間の紛争発生の場合， あらゆる軍事作
戦の外にとどまって中立を維持する可詑性をフィンランドに与えているJと考えているフ

ィンヲンド霞会の主潮流にたt、して，説得力をもちうるのだ，と説明した。ついでケヅコ

ネンは， やや具体的な議論?こ入り， パーシキヴィがソ連案の第1，2条を交渉の茎盤とす

ることに賛成しており，ただフィンランド案の目的は「より大きな明確さと正確さJを得

ることにある，と述べた。さらに，そうしたフィンラ γ ド棋の必要の理由として，パーシ

キヴィがフィンラソドの国民世論を条約の味方につけたいと欲Lていることを挙げ，その

ためにはじも理的要因」を考憲に入れなければならないのだ，とした。またケッコネン

は，パーシキヴィが，この条約は「友好条約jであり，丙自問の友妻子関係の員!J出と強化が

摂吾であると考えているむねをつけ加えた3430 このケッコネンの説明のあいだに，ベッカ

ラがフィ γ ラ γ ド~fjの新草案をそロトフに手交したが，それは次のようであった。

rl. フィンランドがまたはフィンランド領を経由してソ連が， ドイツまたはドイツと
毘盟しているいずれかの国による軍事的侵略の対象となった場合には，独立国としての

自由の義務に忠実なフィンランドは，長略を撃退するために戦う C その際フィンランド

は，陸・海・空におけるその領域の不可侵性を守るために手中にある全兵力を投ビ，フ

ィンラ γ ド霞境内において，この条約の定めるところに佐い，必要な場合にはソ連の援

助をえて，島るいはソ連と読方して活動するものとする。

官官記の場合には， ソ連は必要な援助をフィンランドに与えるが，その供与については

締約国は和互に協定するものとする O

2. 諦約留は，第1条に規定された畏略をフィンランド領において撃退するためζ行

なわれるべき軍事活動に関しては，相主に協議するものとする J35ヲ。

ついでそロトフの求めに応C，ベッカラはソェデノレイェノレムを指名して草案の説明に当

ちせずこ。ソェデルイヱノレムは， まず，草案第1条はソ達実と毘じ基盤に立つものだが， フ

ィンランドの tl~領訪語義務を明確化した文とフィンランドの全国防力に加えてフィンラ

ヱデノレイェノレムは，ケッコネ γの発案で「状、況は悪魔的だjと容えた。ベヅカラは驚いて延長に芯
じたが，ケヅコネ γ らは，盗聴を知りながらあえてこの言葉を用い， ソ連{員IJを車内得さぜようとした
のであろう O

33) r震の〈接拶の〉番がくるとモロトフは在をとどめ，通訳を招きよぜて冗誇まじりに fガスノミジン・
セデレノレム』がヘルシンキで苦労をされたが， といった意味のことをL六、，あなたがそれにもめげ
ず勝矛IJ者になられたことを念L 確言しています，と述べたJ(Ibid.， ss. 182-183)。
34) Ibid.， s. 184. 

35) Ibid.， s. 225. 
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ンドにとって必要なソ連の援助を規定した文に分けたものであり， I必要な場合」という

言葉は「相互協力機構の発動を真に重大な場合に限定する」ためで、あるし， Iソ連の援助

をえて，あるいはソ連と協力してj とし、う文言は「ソ連の援助を……共同した戦闘行為に

は至らない活動に限りたし、」狙いがあると述べた。また「フィンランドの冨境内におい

て」とし、うのは，パリ講和条約でフィンランドの国防力は地域的な防績に制限されている

ので本来は不必要だが， I心理的意味Jから入れられたと説明した。また，第1条第2蔀の

「その供与については結約国は相互に諺定するものとするj としづ笛所は，援助の供与に

ついて一般的な協定を結んでおくべきだと Lづ意味ではなく，援耳さのあり方を問題にした

にすぎない， とした。つぎに第2条については， ソェデノレイェノレムは， I軍事的〈侵略り

と「フィンランド領においてj とL寸言葉は「フィンランド宮内への積極的影響」を考慮、

して付加されたものであり， I脅威Jという言葉は前後の文脈から不必要と感じられたの

だ，とした。さらに，かれは「第2条は第 1条に規定された自的を実現するため，つまり

侵略を撃退するための平時におげる準嬬に関するものであるが，それゆえに準備が目的と

するのは授略の撃退であって，脅威の捺去ではなし、。こうした準備を効果的になしておけ

ば，侵略の脅威の減少という民の目的にも役立つのだj と念をおした紛。

ここでソェデルイェノレムの説明は終ったのであるが，ついで条約前文の草案を出そうと

したベッカラを押しとどめて条文の検討が先であるとしたモロトフは. I一点について説

明を開きたい， として， Iフィンランドの新提案の第2条は平時の活動を意味しているの

かj と質した。ソェデノレイェ/レムがそロトフがプラヅフをかけてきたと感じて「侵略撃退

のための平時ゎ準信だJと答えると，モロトフは，平時なら侵略はまだ起っていないのだ

から脅威が問題なのだ， と突っこみ， ソェテツレイェノレムが初回のフィンランド案の第2条

をひいてそれと間じ意味だと逃げようとすると，第 1条と同じことを繰返すのでは呂的?こ

そわないから，初回の案の方がずっと明確で正確である，新案に「脅威」とL、う文字を入

れるかi日案に戻るべきだ， と主張した。ソェデルイェノレムによるとソ連がし、ったん拒否し

た田案に戻るとはフィンランド側がまったく予想していなかったため，かれは当惑した

が，かれ岳身が18案の方がソ連案に無理に合せた薪案より良いと考えていたことと，ケッ

コネンが激しくうなづいた結果. 1日案第2条に戻ることに抜存はないと明言した8730 する

とモロトフは，妥協の条件がある，として，フィンランド代表団が!日案第2条を承認する

なら，ソ連は新案第1条を承認する用意がある，と述べ，フィンランド{闘に依存がなし、か

をベヅカラに関い，ベッカラが肯定の返事をした3830

こうして条文が決定したのち，モロトフは条約の期限は20年でもよいし， 10年にして
あとで10年延長を協定してもよい，と述べた。残るは前文であったが， フィンランド{闘

が，その草案を提示すると，モロトフはその主眼呂は何かと間い，ケヅコネンは，ソ連が

他の国と締結した条約の形式を踏んでいるのだが，さらにフィンランドの努力は列強の利

36)以上は，Ibid.， 88. 185-186. 
37) 1"それ設に私は開いたげにして杭の向う端を見た。ベヅカラは自分の考えにひたって坐っていたし，
エンケルとスヴェントは事にかかわりたくない様子だったが，ケヅコネンは私に難しくうなづき，

居を『どんと行け』という自に動かしてみせたJ(lbid.， 8. 187)。
38) 1"ベッカラは確信なげに周囲を見まわし， ケッコネンと本が激しくうなづいて見せると， 簡単にイ
エスと答えたJ(lbidよ
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害紛争の外にとどまることであって，バーシキヴィ大統領はそれが心理的な意味でフィン

ランド富民から受けがよいと考えている旨を伝えた。そして，モロトフの提案で前文の起

草はヴィシンスキーとケッコネンにゆだねられることとなったS930

翌 4Jj 6 B 21時に両国代表団は同じモロトフの執務室に集合し，スターリンも出霜す

る中で、条約の調印が行なわれた。

以上のようにして.YYA条約は結ばれたわけであるが，同条約が結ぼれたことにたい

するフィンランド・ソ連それぞれの側の反応を見ておくことにLょう O まずフィンランド

艇について見るならば，上述のような内容で条約が締結されたことに満足したノミーシキヴ

ィ大統領をはじめとする政治指導者たちは，国民に亘接呼びかけて説得を試みた。パーシ

キヴィは，その演説において.フィンラ γ ドは敵をどこにも持たないが，列強間の戦いの

中で小国立見逃がしてはもちえないことを歴史は示している，と述べてフィンランドが自

国領を経由した対ソ授略にたし、する自者龍力をソ連に納得させることが「人生の袋小蕗か

ら損害なく抜け出す」方途であることを示唆するとともに，第 1条ではまず全力を挙げた

フィ γランドの領土不可侵性の擁護があり，そのうえで「もしわれわれが援助を必要とす

るなら，それを協定にもとづいてソ連からえられること，また第2条に関しては，協議義

務は可能なかぎり限られており，その発動はフィンランド領にたし、する授略の危険が確認

された場合に限ること，しかも「謹認jは双方の意思表示に土ること，を指摘した4830 首

相ベッカラもまた，条約が「純粋な現実政治の基盤j に立つものであり，第2次世界大戦

後に世界の二分化の方向が生れそれがソ連の安全保障問題の新しい解決を必要とさせたこ

とが当条約出現の理由であり，テクノロジーの発達のもとで小関の軍事的龍力が大巾に限

られてきていることも根拠になっている，と述べたが，同時にベッカラは，フィンランド

の特別な地理的位置が， フィンランドをして. r罵知の相互援助条約によって東ヨーロッ
パの強力な中心であるソ連の間囲にグループを形成した国ぐにj とも「これに対読するグ

ルーフ。を形成した西ヨーロッパの国ぐに」とも異ならしめているのだ，と言興した。さら

に，外相エンケ/レは，同条約が講和条約後のフィンランド・ソ連関努の基本的公文書であ

り，両国関係を改善し平和と安全を強化するものである，と述べた。

以上の言明，とくにノミーシキヴィのそれの中に，当時のフィンランド致腐の条約にたい

する解釈が明確に表明されているというべきであろう O ところで，この条約は，フィンラ

ソド国会の討議にかけられた。それはまず，国会外務委員会と憲法委員会の審議にかけら

れたうえ，本会議にまわされた。外務委員会は，列強間の利害衝突の外にとどまりたいと

いうフィンランドの意思が基謂とされていること，および条約がフィンランドの国際的地

位に変化をもたらさない点に鑑み，条約を承認するとしていた。本会議の討論で泣，社会

民主党を代表したんンメ (AlpoLumme) は，民党が軍事条項には反援するが条約の批准

には賛成するとし，農民党のコイヴィスト(JuhoKoivisto) も軍事同盟交渉と講和条約を

越えた軍事同盟義務に反対してきたことを明らかにしながらも，現実を前にしては条約に

同意せざるをえないとした。連合党のサルミネン (Salminen)は，条約を拒否すればソ連

39)同日中tこ行なわれた前交の準備作業で，ヴィシンスキーは，列強の利害総争の外にとどまりたL、と

するフィンランドの覇、望に侍も異議は唱えなかった，という (Ibid.，s. 189)。
40) J.五.Paasikivi， Paasikiven linjaよWSOY;Porvoo-Helsinki， ss. 99-100. 
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の威信にかかわることになろうし，フィンランド岳身の提案がもとになっている，という

理由で賛成し，スウェーデン系人民党のオェステノレホノレム (Osterholm)は当条約は世界政

治情勢の結果ソ連が西側国境の安全保障活動にのりだすにいたったものだ，として肯定し

た4130 進歩党のカウッピ (KalleKauppi)は，条約が軍事義務を課しているとして反対し

た。また SKDLのクーシネン (HerttaKuusinen)は，条約には賛成しながらも，ソ連案

に反対した也の諸党を攻撃し，また外務委員会の見解をより肯定的なものに書きなおすよ

う要求したが 133対 47で否定された。条約そのものにたし、する賛否は， 157票対日票で

あった。このようにしてフィンランド国会の大勢は，懸案の条約が，ソ連との軍事同盟の

色彩を帯びていることに強い懸念を表現しながらも，列強間の絵争の外に岳国をおきたい

という意向を貫くためのフィンランド側の自主的な努力の結果が条約文に反映されている

ことと，ソ連が自国の安全保障の強化を要求しているという「現実」があることによっ

て，条約の批准に賛成したのであった。

それでは，ソ連側では，合意をみた条約にたいしてどのような反応を示していたであろ

うか。それは何よりも，条約調印直後の祝賀の席におけるソ連政治指導者の言動の中に窺

うことができょう。スターリンは，条約の呂的がソ連・フィンランド両国の関に支寵して

きた不信を除去することであるとし， r隣国関孫において新しい両国間の信頼時代を拓く
ことになるj と述べた。

このスターワンの言は，ソ連側が条約の成立に満足していたことを物語っているが，そ

のほかのソ連側の発言に照すと，ソ連の政治指導者が，フィンランドにたいする大南な譲

歩の結果条約が或立したという自覚に立ち，そうした譲歩を代償としてもなお条約が成立

したことを評価していたこと，および，そのような譲歩ですらも，フィンランド国内でう

けいれられるか否かを憂産していたことが明らかとなる 042〉

まず，前者の点について述べると， ソェデノレイェノレムは，ケッコネンとスターリンの関

にかわされたつぎのようなユーモアのやワとりを記録しているo rスターヲンが， いかに
ロシア側が交渉においてわれわれ〔フィンランド傑〕に反対しながらもわれわれの提案に

同意したか，ということに冗談めかしてこだわると，ケッコネンはすぐさま口をはさん

で，しかし条約はわれわれのディクタートとし、うわけにいかなかった，といい，それにた

いしてスターリンは，これもすぐさま，ディクタートと大して変わちのないものだ，と述

べたJ43)。
後者については， これもソェデノレイェノレムが記録しているヴィシンスキーとモロトフの

言から窺われるところである。それによれば， ヴィシンスキーは，祝翼の席上， ソェデノレ

イェノレムにたいし， rソ連と条約を結ぶことに反対してきた〔フィンランドの〕国内世論
がし、ま条約に同意するだるうかと尋ね，国会において条約が批准される可能性についてた

だしたJ44)。同様の憂慮は， 4月813 tこスタージンが擢した夕食会の直後に，モロトフによ

41)もっとも男党のプ-Jf， γ(Ernstvon Born)は，条約が講和条約第 13条に反しているとして反対し

た (Sodorhjelm，mt.， s. 209)。
42)以下に見るようなソ連{閣の態度は. 1939年秩の.r冬戦争J~.こ先立つ対フィンランド交渉において
ソ連側が示したフィンランド屋内(国会〉世論無視の態震と対照的である。

43) Soderhjelm， mt.， s. 194. 
44) Ibid.， s. 197. 
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っても濡らされていた。 ソェデルイェルムがベッカラから伝関したところによると， rモ
ロトフは， (フィンランド〕国会が条約を批准するか否かは極めて疑わしい，としづ情報

をえているといって会談を始めたJ45)。

ソ連側がし、かにフィンランド慎!の条約批濯を不安を以て待ちのぞんでいたかは，同じく

祝賀会の産上で，スターリンがフィンランド国内の経済指勢について質問し，フィンラン

ド舗が対ソ賠償の影響の深刻さについて訴えると， コークスの洪給を氏かし，また「フィ

ンランド舗が生産可能なものすべてをソ連は必ず購入する」と言明した46)ことや，上記の

会談でモロトフが，賠境の軽減について交渉の余地があるむねを示唆しfここと，さらに同

じ産上モロトフが，ベッカラの訴えた斧虜の靖国問題やイングリア人・戦争犯罪者の引渡

し問題について両国関係の障害的諸要国を除去する方向で解決することに同意した，諸事

実が立証しているといえよう。ところで，問題は，フィンランド剰における条約批准をソ

連鎖が憂患したことの意味をどのように解するか，ということであろう。この点は，ヴィ

シγスキーが上記の発言の際， r結局のところ〔ブィンランド〕軍， とりわけヘインりク
スがソ連との桔互理解の鍵を握っているのではないか」と尋ねたことや，同日の後刻同じ

ヴィシンスキーがへインリクス岳身にたいし.r条約問題における軍の告頼性」について
卒亘にただしている 47)事実に一半の回答が見いだされるかも知れなL、orわが国の軍や将
校は政治に参与しなし、」というソェデノレイェノレムの強調にもかかわらず， ソ連{閣は，フィ

ンランド軍がソ連?こ敵対する勢力であり，フィンランドの政治において影響力を有してい

るもの，という陪象を強くもっていたといえるであろう。ソ連{闘が対フィンランド要求に

あたって自国の軍の要求を強調したことがソ連の致治の実態そのものをどの程度暴露して

いたかはともかくとしても，ソ連政治指導者が軍についてもっている一定のイメージが以

上の発言に反映していたことは間違いなし、。それは，少なくとも，ソ連側が，当該条約が通

常の軍の論理に反することを承知していた証左とはなろう。しかし，以上にもかかわら

ず，ここに見落してならないことは，ソ連政治指導者が，フィンランドの政治において議

会というものがもっ決定的重要さを，ひいてはフィンランドにおいて議会制民主主義が果

す機能を，ょうやく認識するにいたっていたことを物語っているといえよう O

45) Ibid.， s. 200. 
46) Ibid.， s. 194. 
47) Ibid.， s. 179. 
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